
加
藤
健
次
中
央
弁
護
団
共
同
代
表

の
講
演
内
容
の
要
旨
報
告
。

判
決
内
容
に
つ
い
て
、
加
藤
弁
護

士
は
最
低
、
最
悪
の
判
決
だ
。
判
決

に
対
し
て
「
怒
り
の
意
思
」
を
示
し
、

反
撃
し
よ
う
と
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

そ
し
て
、
「
特
例
水
準
の
解
消
」

を
理
由
と
す
る
年
金
減
額
に
つ
い
て
、

立
法
府
の
広
範
な
裁
量
を
認
め
、

「
世
代
間
公
平
」
「
公
的
年
金
制
度

の
財
政
維
持
」
な
ど

の
国
の
主
張
を
鵜
呑

み
に
す
る
判
断
を
示

し
た
（
二
重
の
意
味

で
の
政
治
追
従
）
。

憲
法
25
条
、
社
会
権
規
約
に
基

づ
く
後
退
禁
止
原
則
を
無
視
し
、
国

際
的
な
人
権
水
準
を
無
視
し
て
い
る
。

社
会
権
規
約
の
こ
と
を
一
言
も
書
い

て
い
な
い
。
国
際
法
を
守
る
立
場
に

立
っ
て
い
な
い
。
判
断
過
程
審
査
の

適
用
を
否
定
。
憲
法
適
合
性
審
査
の

た
め
の
「
成
熟
し
た
法
理
な
い
し
基

準
」
を
創
造
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
裁

判
所
の
役
割
で
は
な
い
か
と
述
べ
ら

れ
た
。

①
最
高
裁
へ
の
上
告
は
、
不
受
理

決
定
（
門
前
払
い
）
さ
れ
た
と
聞
き

ま
し
た
が

今
回
、
上
告
は
不
受
理
決
定
さ
れ

ま
し
た
。
し
か
し
、
あ
わ
せ
て
憲
法

判
断
に
つ
い

て
「
判
決
」

が
出
さ
れ
ま

し
た
。
不
受

理
決
定
（
受

理
し
て
審
理

す
る
に
及
ば

ず
）
と
し
な

が
ら
「
判
決
」

が
出
さ
れ
ま

し
た
。
加
藤

弁
護
士
に
よ
れ
ば
、
上
告
棄
却
決
定

が
「
決
定
書
（
門
前
払
い
）
」
の
郵

送
の
み
で
は
な
く
、
法
廷
で
判
決
言

渡
し
を
さ
せ
た
こ
と
は
、
30
の
事
案

が
最
高
裁
に
係
属
す
る
中
で
７
次
に

わ
た
る
最
高
裁
要
請
等
、
提
訴
以
来

の
８
年
間
に
わ
た
る
闘
い
を
反
映
さ

せ
た
と
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

②
三
浦
裁
判
官
の
「
補
足
意
見
」

の
評
価
に
つ
い
て

第
２
小
法
廷
の
三
浦
裁
判
官
は
、

判
決
文
の
中
で
補
足
意
見
と
し
て

「
年
金
受
給
者
に
と
っ
て
は
、
実
際

に
給
付
を
受
け
る
年
金
額
が
減
少
す

る
上
、
こ
の
よ
う
な
年
金
額
の
給
付

の
み
で
は
、
他
に
収
入
や
資
産
の
少

な
い
者
の
生
活
の
安
定
を
図
る
こ
と

が
困
難
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
ず
、

そ
の
こ
と
は
、
近
年
に
お
け
る
生
活

保
護
の
被
保
護
世
帯
の
高
齢
化
等
の

状
況
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
。
」

「
社
会
の
変
化
に
応
じ
て
制
度
を
見

直
す
必
要
が
あ
る
。
困
難
を
抱
え
る

人
た
ち
が
必
要
な
給
付
や
支
援
を
受

け
ら
れ
る
こ
と
が
大
切
で
、
適
切
な

施
策
の
充
実
が
求
め
ら
れ
る
」
と
判

決
に
書
き
込
み
ま
し
た
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
加
藤
弁
護

士
は
「
三
浦
裁
判
官
の
補
足
意
見
は

『
重
い
』
」
と
述
べ
ら
れ
、
最
高
裁

の
裁
判
官
も
年
金
受
給
者
の
生
活
実

態
を
み
と
め
、
制
度
の
適
切
な
充
実

が
求
め
ら
れ
る
と
言
っ
て
い
る
こ
と

を
宣
伝
し
、
低
年
金
の
底
上
げ
、
最

低
保
障
年
金
制
度
の
創
設
で
、
生
活

で
き
る
公
的
年
金
制
度
を
求
め
て
い

こ
う
と
訴
え
ら
れ
ま
し
た
。

③
第
２
小
法
廷
で
「
最
高
裁
決
定
」

が
出
さ
れ
た
が
、
今
後
、
第
２
小
法

廷
に
係
属
さ
れ
て
い
る
事
案
の
決
定

は
「
紙
切
れ
一
枚
」
の
決
定
に
な
る

の
か
？

そ
の
可
能
性
は
あ
る
が
、
兵
庫
事

案
の
判
決
に
「
怒
り
を
も
っ
て
反
撃
」

し
、
兵
庫
以
外
の
事
案
を
「
大

法
廷
回
付
と
違
憲
判
断
」
を
求

め
て
い
く
運
動
を
ひ
き
つ
づ
き

行
う
こ
と
が
必
要
で
す
。
そ
の

運
動
の
中
で
新
た
な
最
高
裁
の

「
判
決
」
を
求
め
て
い
く
。

さ
ら
に
、
第
２
小
法
廷
の

「
決
定
・
判
決
」
は
出
さ
れ
た

が
、
第
１
小
法
廷
、
第
３
小
法

廷
の
事
案
は
裁
判
官
も
違
い

「
決
定
・
判
決
」
が
出
さ
れ
て

い
ま
せ
ん
。
不
当
判
決
を
断
固

批
判
し
な
が
ら
最
後
ま
で
闘
い

ま
し
ょ
う
！

判
決
に
対
し
て
「
怒
り
の
意
思
」

を
示
し
、
反
撃
し
て
い
こ
う
！

前
述
の
と
お
り
、
今
回
の
判
決
に

「
怒
り
を
も
っ
て
反
撃
」
し
、
兵
庫

以
外
の
事
案
の
「
大
法
廷
回
付
と
違

憲
判
断
」
を
求
め
て
い
く
運
動
を
ひ

き
つ
づ
き
行
う
こ
と
が
大
切
で
す
。

そ
し
て
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
低
年

金
の
底
上
げ
、
最
低
保
障
年
金
制
度

の
創
設
を
は
じ
め
と
し
た
年
金
の
課

題
を
学
習
し
、
街
頭
を
ふ
く
め
て
の

宣
伝
行
動
を
す
す
め
て
い
く
こ
と
で

す
。す

べ
て
の
最
高
裁
「
判
決
」
が
出

さ
れ
る
ま
で
頑
張
り
、
一
日
も
早
く

低
年
金
の
底
上
げ
、
最
低
保
障
年
金

制
度
の
創
設
を
実
現
さ
せ
ま
し
ょ
う
。
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年
金
引
き
下
げ
違
憲
訴
訟

最
高
裁
「
兵
庫
事
案
」
で
不
当
判
決
！

８月２日、最高裁女性要請行動で訴

える長岡京支部の中川さん

12月６日、第７次

最高裁前要請行動

質
問
に
対
す
る
回
答

今
後
の
運
動
に
つ
い
て

（上）加藤弁護士（下）12月６日、

第７次最高裁前要請行動報告集会

年
金
引
き
下
げ
違
憲
訴
訟
・
兵
庫

事
案
の
最
高
裁
判
決
を
読
ん
で

年
金
裁
判
京
都
事
案
原
告
団

事
務
局
長

楠

晤

“
や
は
り
、
こ
う
な
る
か
！
”
と

い
う
思
い
と
怒
り
が
、
真
っ
先

に
き
ま
し
た
。

40
年
以
上
も
前
の
最
高
裁
判

決
に
呪
縛
さ
れ
、
そ
れ
を
乗
り

越
え
る
と
い
う
思
考
は
全
く
欠

落
し
て
い
る
の
か
と
。
立
法
・

行
政
の
広
い
裁
量
を
全
面
的
に

認
め
る
二
重
の
忖
度
に
落
ち
込

ん
だ
、
被
告
・
国
の
当
初
の

「
答
弁
書
」
の
コ
ピ
ー
と
い
う

か
、
全
く
言
い
な
り
の
最
低
・

最
悪
の
判
決
で
し
た
。

司
法
の
任
務
・
役
割
を
全
く

放
棄
し
た
こ
と
に
怒
り
沸
騰
、

心
か
ら
の
怒
り
を
禁
じ
え
ま
せ

ん
！た

だ
、
私
た
ち
の
10
年
に
も

及
ぶ
闘
い
は
無
駄
な
も
の
で
は

な
か
っ
た
。
年
金
制
度
の
今
日

的
な
劣
悪
さ
を
認
め
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
、
三
浦
裁
判
官
の

「
補
足
意
見
」
は
、
現
実
か

ら
目
を
離
す
こ
と
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て

い
ま
す
。

こ
こ
に
今
後
の
私
た
ち
の
闘

い
の
展
望
を
見
い
だ
せ
る
こ
と
に

確
信
す
る
も
の
で
す
。

京
都
事
案
・
第
一
審
判
決
文
に

は
、
今
日
の
年
金
制
度
の
劣
悪
さ
、

と
り
わ
け
、
女
性
の
低
年
金
を
わ

ざ
わ
ざ
カ
ッ
コ
付
け
で
（
こ
れ
は

国
も
認
め
て
い
る
）
と
判
示
せ
ざ

る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
を
、
大
阪

高
裁
も
否
定
し
な
か
っ
た
。

被
告
・
国
が
認
め
た
こ
と
だ
か

ら
、
司
法
は
忖
度
せ
ず
、
制
度
後

退
で
な
く
「
前
進
・
改
善
す
べ
き
」

と
、
判
示
す
べ
き
で
は
な
い
か
と

考
え
る
の
は
当
然
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
今
後
の
闘
い
に
確
信
を
持

つ
も
の
で
す
。

我
が
、
京
都
事
案
は
こ
れ
か
ら

検
討
さ
れ
る
は
ず
で
す
。

兵
庫
事
案
の
コ
ピ
ー
は
許

さ
な
い
！

こ
こ
へ
集
中
し
た
京
都
独
自
の

闘
い
を
切
り
拓
こ
う
で
は
あ
り
ま

せ
ん
か
。

年金引き下げ違憲訴訟最高裁判決に対する抗議声明

１ 本日、最高裁判所第二小法廷(裁判長尾島明、裁判官三浦守、裁判官草野耕一、裁判官岡村和

美)は、「特例水準の解消」を理由とする一律２．５％の年金減額を定めた平成24年改正法が違憲

であるとして、平成25年10月の年金減額決定を取り消すことを求めた上告審で兵庫事案に上告棄

却の判決を言い渡した。

年金引き下げ違憲訴訟は、現在、兵庫事案を始めとして3０の事案が最高裁に上告されている。わ

れわれは、最高裁が全ての事件を大法廷に回付し、立法府の大幅な裁量を認めた「堀木訴訟大法

廷判決」を見直し、憲法25条、29条、98条（社会権規約）に基づき、正面から違憲判断をするこ

とを求めて、運動に取り組んできた。

２２年１１月９日の第1次要請から２３年１２月６日の第７次に及ぶ要請行動を取り組み、大法

廷回付を要求する署名を４万９０００筆と「最高裁長官への手紙」２０００通を積み上げてきた。

こうした中で、最高裁第二小法廷が、大法廷に回付せず、弁論も開かないまま、年金減額を合

憲として、上告棄却の判決を言い渡したことは、最高裁判所が「憲法の番人」としての役割を放

棄したものであり、強く抗議する。

２ 判決は、年金減額を定めた平成24年改正法が、憲法25条、29条、98条2項に違反するとする上

告人らの主張に対し、広範な立法裁量を認めた堀木訴訟最高裁大法廷判決をそのまま維持し、

「世代間の公平」や「年金制度の持続可能性を確保する」という国の主張をそのまま認め、憲法

２５条、２９条に違反するものとはいえないと判断した。これは、違憲立法審査権を持つ裁判所

の役割を放棄したものと言わざるを得ない。

他方で、三浦裁判官は補足意見の中で「このような年金額の給付のみでは、他に収入や資産等

の少ない者の生活の安定を図ることが困難であることは否定できず、そのことは、近年における

生活保護の被保護世帯の高齢化等の状況からもうかがわれる。」と指摘し、「現に困難を抱える

個人が必要な給付や支援を円滑に受けられることが肝要であり、適切な施策の充実が求められる。」

と述べている。これは、本件年金減額による当事者の被害を無視できなかったことを示している。

3 年金裁判は１２万人を超える全日本年金者組合員らが参加した「不服審査請求」を経て２０１

５年５月２９日を中心に４４都道府県の組合員らが３９地裁で５２９７人が提訴し、社会保障訴

訟としては画期をなす取り組みとなった。

年金引き下げ違憲訴訟は2.5%の減額と高齢期を安心して暮らせる「年金制度」の在り方を問う

訴訟である。年金裁判の8年間の取り組みは貴重な前進をしてきた。

第一に、法廷では全国で181人の原告が年金生活者の実態、特に女性の構造的低年金の実態を告発

し、マスコミにも報道されるなど、年金だけでは生活できない実態が社会的な問題となった。

第二に、年金裁判で、労働組合の役員の方々２９人が証言に立った。また、憲法、社会保障の学

者、研究者２０人が意見書の作成や証言等、大きな協力を得た。裁判を通じ、「最低保障年金制

度」の確立等、生活できる公的年金制度の確立が若者を含めた共通の課題であることが明らかと

なった。

４ われわれは、今回の不当判決に屈することなく、残された事件について、引き続き、大法廷

回付と違憲判断を求めて取り組みを続けていく。

あわせて、最低保障年金制度など、誰もが安心して生活ができる公的年金制度の確立を求めて

闘う決意である。

２０２３年１２月１５日

年金引き下げ違憲訴訟兵庫原告団 全日本年金者組合兵庫県本部 全日本年金者組合中央本部

年金引き下げ違憲訴訟兵庫弁護団 年金引き下げ違憲訴訟全国弁護団

三
浦
裁
判
官
は
補
足
意
見

で
「
低
年
金
の
生
活
実
態

を
認
め
、
制
度
の
適
切
な

充
実
を
求
め
る
」
と
判
決

文
に
記
載



各
支
部
の
頑
張
り
で
、
２
桁

（
24
人
）
の
実
増
と
な
り
ま
し
た
。

な
か
で
も
東
山
支
部
が
８
人
の
仲
間

を
増
や
し
ま
し
た
。
ど
ち
ら
か
と
い

う
と
仲
間
増
や
し
が
苦
手
な
支
部
で

し
た
が
、
10
月
初
め
の
サ
ー
ク
ル

「
歩
こ
う
会
」
で
５
人
、
新
し
く
組

合
員
に
な
ら
れ
た
方
が
サ
ー
ク
ル
に

誘
っ
て
こ
ら
れ
１
人
拡
大
、
知
人
・

友
人
に
声
を
か
け
２
人
を
増
や
さ
れ

ま
し
た
。
支
部
目
標
を
大
き
く
上
回

る
８
人
の
拡
大
で
す
。

舞
鶴
支
部
は
11
月
末
に
「
バ
ス
旅

行
」
を
計
画
、
51
人
中
８
人
が
組
合

員
以
外
の
方
で
し
た
。
２
か
月
間
で

８
名
の
仲
間
を
増
や
し
ま
し
た
。

丹
後
支
部
と
福
知
山
支
部
は
６
人

の
仲
間
を
増
や
し
、
綾
部
・
八
幡
支

部
も
新
し
い
仲
間
を
迎
え
ま
し
た
。

春
の
月
間
で
は
、
81
人
の
新
し
い

仲
間
を
迎
え
ま
し
た
が
、
１
１
６
人

の
退
会
者
が
あ
り
、
実
質
25
人
の
減

と
な
り
ま
し
た
が
、
秋
の
２
か
月
間

の
仲
間
増
や
し
で
は
、
68
人
名
の
新

し
い
仲
間
を
迎
え
、
退
会
者
は
45
名

で
24
人
の
実
増
で
す
。
成
果
が
出
た

支
部
は
26
支
部
中
20
支
部
で
し
た
。

「
飛
躍
」
に
は
い
た
り
ま
せ
ん
で
し

た
が
、
減
少
傾
向
を
止
め
、
増
勢
へ

の
足
が
か
り
に
な
る
月
間
に
な
り
ま

し
た
。

藤
井
葉
子
書
記
次
長

11
月
27
日
、
コ
ロ
ナ
後
再
開
２
年

目
の
錦
秋
の
つ
ど
い
を
行
い
ま
し
た
。

支
部
長
・
書
記
長
不
在
の
中
、
ど
う

な
る
こ
と
か
と
思
い
ま
し
た
が
、
執

行
委
員
の
皆
様
の
協
力
で
何
と
か
切

り
抜
け
ま
し
た
。
昨
年
に
続
き
、
食

事
は
な
し
、
お
茶
と
お
菓
子
だ
け
。

60
個
用
意
し
た
お
菓
子
も
残
り
2
個
、

昨
年
よ
り
も
多
い
58
人
の
参
加
で
し

た
。
米
寿
の
方
5
人
、
傘
寿
の
方
12

人
の
う
ち
計
10
人
の
方
が
参
加
し
て

下
さ
っ
て
、
皆
で
お
祝
い
し
ま
し
た
。

後
半
は
、
手
品
、
相
撲
甚
句
、
オ

カ
リ
ナ
演
奏
を
皆
で
楽
し
み
、
歌
う

会
の
演
奏
で
、
み
ん
な
で
唄
っ
た
後
、

そ
の
盛
り
上
が
り
の
ま
ま
、
お
楽
し

み
の
ビ
ン
ゴ
ゲ
ー
ム
に
入
り
ま
し
た
。

「
リ
ー
チ
！
」
が
中
々
出
ず
、
い
き

な
り
の
「
ビ
ン
ゴ
！
」
。
景
品
の
ほ

か
、
農
園
ク
ラ
ブ
の
野
菜
が
副
賞
で

す
。
み
ん
な
笑
顔
で
、
大
き
な
大
根

を
持
っ
て
帰
り
ま
し
た
。

中
村
邦
良
副
支
部
長

12
月
8
日
、
バ
ン
ビ
オ
で
長
岡
京

支
部
「
歳
祝
い
・
新
組
合
員
歓
迎
会
」

が
開
か
れ
ま
し
た
。
会
場
い
っ
ぱ
い

の
１
０
３
人
（
過
去
最
高
）
が
参
加

し
、
喜
寿
・
傘
寿
・
米
寿
・
卒
寿
以

上
を
迎
え
た
組
合
員
を
祝
い
ま
し
た
。

石
角
支

部
長
が
名

前
を
読
み

上
げ
、
贈

り
物
を
手

渡
し
ま
し

た
。
記
念

写
真
の
後
、

食
事
を
し

て
休
憩
。

２
部
は
、

ピ
ア
ノ
演
奏
と
み
ん
な
で
歌
う
会
。

「
青
い
山
脈
」
「
下
町
の
太
陽
」
な

ど
次
々
に
懐
メ
ロ
を
歌
い
ま
し
た
。

続
い
て
マ
ジ
ッ
ク
シ
ョ
ー
、
カ
ー
ド

が
消
え
た
り
現
れ
た
り
し
て
、
不
思

議
な
指
さ
ば
き
に
歓
声
が
上
が
り
ま

し
た
。
新
組
合
員
の
紹
介
の
後
、
サ
ー

ク
ル
と
組
合
員
の
出
し
物
。
サ
ー
ク

ル
は
「
朗
読
」
と
「
リ
コ
ー
ダ
ー
」
、

組
合
員
か
ら
は
詩
吟
・
カ
ン
ツ
ォ
ー

ネ
・
ケ
ー
ナ
の
演
奏
な
ど
、
芸
達
者

が
次
々
と
披
露
。
３
時
間
が
あ
っ
と

い
う
間
に
過
ぎ
、
楽
し
く
閉
会
し
ま

し
た
。写

真
サ
ー
ク
ル

山
田
善
彦
事
務
局
長

２
０
２
３
年
の
写
真
サ
ー
ク
ル
の

メ
ン
バ
ー
は
18
人
で
、
京
都
府
本
部

の
組
合
員
で
あ
れ
ば
誰
で
も
加
入
で

き
ま
す
。

豆
塚
猛
先
生
の
指
導
で
、
月
１
回

京
都
を
中
心
に
滋
賀
、
奈
良
な
ど
で

撮
影
会
を
行
っ
て
い
ま
す
。
撮
影
旅

行
や
写
真
展
を
１
年
お
き
に
実
施
し

て
い
ま
す
。

今
年
10
月
31
日
に
会
員
＋
友
人
を

誘
い
、
21
人
が
マ
イ
ク
ロ
バ
ス
で
近

江
八
幡
を
散
策
、
船
に
乗
り
沖
島
へ

渡
り
ま
し
た
。
沖
島
は
人
口
２
４
０

人
の
小
さ
な
島
で
、
京
都
や
大
阪
か

ら
日
帰
り
で
行
け
る
楽
し
い
島
で
す
。

し
か
し
、
山
の
中
で
イ
ノ
シ
シ
に
要

注
意
で
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。

沖
島
小
学
校
で
は
田
植
え
が
忙
し

い
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
イ
ー
ク
は
漁
の
後

に
田
へ
向

か
う
人
が

多
く
お
ら

れ
た
。
ま

た
、
い
ろ

い
ろ
と
面

白
い
風
景

も
あ
り
ま

す
。
一
家
に
一
台
大
人
用
三
輪
車
が

あ
り
、
島
の
中
を
移
動
さ
れ
て
い
ま

す
。
泊
り
で
い
け
ば
、
民
宿
か
ら
美

し
い
夕
陽
が
み
ら
れ
る
そ
う
で
す
。

も
う
一
度
ゆ
っ
く
り
泊
り
で
訪
れ
、

撮
影
会
を
や
り
た
い
と
思
い
ま
し
た
。

１
月
に
写
真
展
を
行
い
ま
す
。
そ
の

時
に
は
、
撮
影
旅
行
で
の
作
品
も
多

く
出
さ
れ
る
と
お
も
い
ま
す
。
是
非
、

写
真
サ
ー
ク
ル
に
ご
入
会
く
だ
さ
い
。
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コ
ロ
ナ
禍
で
3
年
間
活
動
が
休

止
に
な
る
と
同
時
に
外
出
も
ま
ま

な
ら
な
い
状
態
の
中
で
、
亡
く
な

ら
れ
た
り
退
会
さ
れ
る
組
合
員
さ

ん
が
増
え
、
12
月
1
日
現
在
で
組

合
員
数
が
３
０
７
人
女
性
組
合
員

１
８
１
人
男
性
組
合
員
１
２
６
人

と
な
り
ま
し
た
。
裏
面
に
加
入
書

を
付
け
た
支
部
の
サ
ー
ク
ル
紹
介

ビ
ラ
を
作
成
し
て
そ
れ
を
活
用
し

た
こ
と
も
あ
っ
て
春
と
秋
の
仲
間

ふ
や
し
で
9
人
迎
え
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
80
歳
以
上
の
組
合
員

が
半
数
を
占
め
る
の
で
、
60
代
70

代
を
増
や
す
こ
と
が
課
題
で
す
。

「
楽
し
み
7
分
活
動
3
分
」
を

合
言
葉
に
先
輩
達
が
作
っ
て
き
た

行
事
や
サ
ー
ク
ル
、
ク
ラ
ブ
も
再

開
し
ま
し
た
。
新
し
い
サ
ー
ク
ル

も
で
き
ま
し
た
。

一
泊
旅
行
は
ま
だ
で
す
が
、
そ

れ
に
代
わ
る
日
帰
り
バ
ス
ツ
ア
ー

を
5
月
に
計
画
。
目
標
人
数
の
参

加
者
を
達
成
す
る
と
同
時
に
大
変

好
評
で
し
た
。

錦
秋
の
つ
ど
い
も
昨
年
度
に
引

き
続
き
開
催
し
ま
し
た
。
執
行
委

員
と
役
員
全
員
が
実
行
委
員
に
な

る
と
い
う
新
た
な
や
り
方
で
取
り

組
み
ま
し
た
。
参
加
者
が
10
人
増

え
ま
し
た
。

門
川
京
都
市
政
の
も
と
で
、
市

民
の
暮
ら
し
を
脅
か
す
問
題
が
山

積
し
て
い
ま
す
。
敬
老
乗
車
証
制

度
の
改
悪
の
み
な
ら
ず
バ
ス
の
本

数
減
と
運
賃
値
上
げ
問
題
、
高
い

国
民
健
康
保
険
料
問
題
、
松
ヶ
崎
・

岡
崎
地
域
で
の
マ
ン
シ
ョ
ン
建
設

問
題
、
北
山
エ
リ
ア
で
の
植
物
園

と
府
立
大
学
の
ア
リ
ー
ナ
建
設
問

題
、
岩
倉
地
域
の
支
所
跡
地
の
活

用
問
題
と
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
の
課

題
に
組
合
員
が
取
り
組
ん
で
い
ま

す
。
ま
た
左
京
社
会
保
障
推
進
協

議
会
の
構
成
団
体
と
し
て
左
京
区

役
所
、
京
都
市
役
所
、
京
都
府
庁

へ
要
望
書
の
提
出
と
懇
談
会
へ
参

加
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
全
組

合
員
さ
ん
に
伝
え
切
る
こ
と
が
な

か
な
か
困
難
で
す
。

今
回
の
市
長
選
挙
の
取
り
組
み

の
話
し
合
い
の
中
で
、
地
域
に
入
っ

て
そ
の
地
域
の
組
合
員
さ
ん
た
ち

の
つ
な
が
り
を
作
る
こ
と
が
大
切

だ
と
確
認
し
ま
し
た
。
今
後
の
長

期
的
な
課
題
と
し
て
他
支
部
の
経

験
に
学
び
な
が
ら
班
作
り
に
取
り

組
ん
で
い
き
た
い
で
す
。

山
川
美
保
書
記
長

支部紹介㉑左京支部

コロナ禍を超えて
新しいサークルも始動
楽しい催しで仲間増やす

60代 70代の拡大が課題
参加者が増えた錦秋のつどい

春
と
秋
の
仲
間
増
や
し
で
９
人
増

地
区
労
な
ど
と
連
携
し

地
域
課
題
の
改
善
に
取
り
組
む

街頭宣伝活動頑張ってます。

ウミアイサのメスが、京都の河川にやってきた。1羽だけだ

が、カワアイサと混じり長いこと滞在している。カワアイサとよ

く似ているが、カワアイサは58-72cmだがウミアイサは 52-58

cmとやや小さく、首を見ると首と体の境が不明瞭で、カワア

イサは首と体の境がはっきりしている。 また、嘴がかぎ状に

なっているのがカワアイサで、ウミアイサなめらかでやや長

い。メスや若鳥の冬羽は頭が赤味のある褐色、背など上面

は薄い黒褐色で、脇は灰色。

ゆったりと泳でいたウミアイサが、岸辺に上がって一休み。

常は海に滞在しオスと一緒にいるようだが、単身で、海から

川をかなりの距離を遡上し内陸部に滞在することもたまに

あるようですが、色合いが完全に異なるオスに会いたいもの

です。（浜）

ワンショット

海から淀川を遡上し

鴨川上流にやってきたウミアイサ

カモ目 カモ科ウミアイサ属

秋
の
仲
間
づ
く
り

月
間
の
取
り
組
み

楽
し
い
行
動
報
告

左
京
支
部

楽
し
い
錦
秋
の
つ
ど
い左京支部錦秋の集い

年
金
者
組
合
京
都

写
真
サ
ー
ク
ル
の
報
告

長
岡
京
支
部

歳
祝
い
・
新
組
合
員
歓
迎
会

「歳祝い・新組合員歓迎会」での記念撮影


